
大網白里市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に

関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、大網白里市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害

の発生の防止に関する条例（令和５年条例第１３号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（公共的団体の範囲）

第２条 条例第２条第６号の規則で定める公共的団体は、次の各号に掲げる者

とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独

立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、

中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、地方共同法人日本下

水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、成田国際空

港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人労働者健康安

全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人

中小企業基盤整備機構

(2) 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）に基づき設立された

地方住宅供給公社

(3) 地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）に基づき設立された地方道

路公社

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条

第１項の規定により設立された土地開発公社

(5) 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１０条第１項の規定により

認可された土地改良区

(6) 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１４条第１項の規定に

より認可された土地区画整理組合

(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の

１以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、

国又は地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして市長の認定を

受けた者



２ 前項第７号の規定による市長の認定を受けようとする者は、公共的団体認

定申請書（別記第１号様式）を市長に提出しなければならない。

３ 市長は、第１項第７号の規定により認定をしたときは公共的団体認定通知

書（別記第２号様式）により、認定しないときはその旨を書面により当該認

定を申請したものに通知するものとする。

（周辺関係者への事前説明等）

第３条 条例第３条第６項の規則で定める周辺関係者は、次の各号に掲げる者

とする。

(1) 特定事業場から１００メートルの区域内に居住する者

(2) 特定事業場の存する地区の区長又は自治会長

２ 条例第３条第６項に規定する事前説明は、説明会の開催によるものとする。

３ 事業者（特定事業を行う者に限る。次項において同じ。）は、周辺関係者

に対して前項の説明会の開催の周知に特に努めなければならない。

４ 事業者は、説明会が終了したときは、直ちに、出席者名簿及び会議録を作

成するものとする。

（安全基準）

第４条 条例第６条の安全基準は、別表第１の項目の欄に掲げる項目に応じ、

当該基準値の欄に定めるとおりとする。

２ 前項の安全基準に適合しているかどうかは、別表第１の項目の欄に掲げる

項目ごとに、当該項目に係る土砂等の汚染の状況を的確に把握することがで

きると認められる場所において試料を採取し、それぞれ同表の測定方法の欄

に掲げる方法により測定した測定値により判断するものとする。

（許可の適用除外）

第５条 条例第９条第１項第１号の規則で定める公共的団体は、第２条第１項

各号に掲げる者とする。

第６条 条例第９条第１項第３号の規則で定める事業は、次の各号に掲げるも

のとする。

(1) 宅地内の雨水を排除するため、現に自ら居住の用に供している土地に土

砂等を盛土する事業

(2) 自らの耕作の用に供するため、従前の作土と同等以上の土砂等を用いて、



農地の改善を行う事業

(3) 条例第９条第１項第２号に規定する許認可土砂等のみによる埋立てであ

って、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条の規定による開

発行為、第４２条の規定による建築物等の変更及び第４３条の規定による

建築物の新築等の行為

(4) 都市計画法第７条第１項に規定する市街化区域内における特定事業（特

定事業区域が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの

に限る。）であって、許認可土砂等のみによる埋立て事業

(5) 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条及び第５条の規定により、

その土地利用目的が明確であり、かつ、許認可土砂等のみによる農地の埋

立て事業

(6) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理

行為として行う事業

(7) 災害復旧のために必要な応急措置として行う事業

(8) 自己の居住の用に供する住宅を建設するために行う事業

（許可の適用除外届出）

第７条 条例第９条第２項の規定による届出は、特定事業許可適用除外届出書

（別記第３号様式）に、次の各号に掲げる書類及び図面を添えて、提出して

行わなければならない。

(1) 特定事業場の位置図及び付近の見取図

(2) 特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計画断面図（特定事業の

施工前後の構造が確認できるものに限る。）

(3) 特定事業区域及び特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し

(4) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計画書

(5) 擁壁を用いる場合は、当該擁壁の断面図及び背面図

(6) 特定事業に使用される土砂等の搬入経路図

(7) 土砂等発生元証明書（別記第４号様式）

(8) この条例以外の法令で規制があり、それぞれの法令の適用を受け、許認

可等が必要なものについては、その写し

(9) その他市長が必要と認める書類及び図面等



（事前協議）

第８条 条例第１０条に規定する協議は、特定事業者が条例第９条第１項の

規定により許可を受けようとする場合は特定事業計画書（別記第５号様式）

に、条例第１６条第１項の規定により許可を受けようとする場合は特定事

業変更計画書（別記第６号様式）に、次の各号に掲げる書類及び図面（条

例第１６条第１項の許可を受けようとする場合は、変更に係るものに限

る。）を添えて、市長に正副各１部提出することにより行わなければならな

い。

(1) 特定事業場の位置図及び付近の見取図

(2) 特定事業区域の実測求積図

(3) 特定事業区域及びその周辺２０メートル以上の区域並びに特定事業場の

現況平面図及び現況断面図

(4) 特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計画断面図（特定事業の

施工前後の構造が確認できるものに限る。）

(5) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書

(6) 特定事業区域及びその周辺２０メートルの土地並びに特定事業場の土地

の登記事項証明書及び公図の写し

(7) 特定事業区域及びその周辺２０メートルの土地並びに特定事業場の土地

に係る公図の合成図で、それらの土地の所有者の氏名、地目及び地積を記

載したもの（特定事業区域及び特定事業場が確認できるものに限る。）

(8) 調整池の平面図、断面図及び構造図

(9) 放流先水路の流域図及び断面図

(10) 流量計算書

(11) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項を記載した書類

(12) 特定事業場への土砂等の搬入経路図

(13) 住民説明会の計画書

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

２ 市長は、条例第１０条に規定する協議が、当該協議を開始した日から１年

を経過しても成立しないときは、当該協議を終了するものとする。

３ 市長は、条例第１０条に規定する協議が成立したときは、特定事業事前協



議済書（別記第７号様式）を当該協議を行った特定事業者に交付するものと

する。

４ 特定事業事前協議済書の有効期間は、１年間とする。

（説明会の開催等）

第９条 条例第１１条第１項の規則で定める周辺関係者は、第３条第１項

各号に掲げる者とする。

２ 条例第１１条第１項及び第２項の規則で定める事項（条例第１６条第１項

の許可を受けようとする場合は、変更に係るものに限る。）は、次の各号に掲

げるものとする。

(1) 条例第９条第１項の許可の申請をしようとする特定事業者の氏名、住所

（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地（以下「名

称等」という。））及び連絡先並びに申請の担当者の氏名及び連絡先

(2) 特定事業区域及び特定事業場の位置及び面積

(3) 特定事業の期間

(4) 特定事業が完了したときの特定事業区域の構造（当該申請が一時堆積特

定事業に係るものである場合は、一時堆積特定事業に供する施設及び土砂

等の堆積の構造）

(5) 特定事業に使用される土砂等の予定量

(6) 跡地利用計画

(7) 調整池の構造

(8) 放流先水路の流域、断面図及び流量計算に関する事項

(9) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項

(10) 特定事業場への土砂等の搬入経路に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

３ 条例第９条第１項の許可の申請をしようとする特定事業者は、条例第１１

条第１項の規定により説明会を開催するときは、周辺関係者の参集の便を十

分考慮して開催の日時及び場所を定め、これらの事項をあらかじめ周辺関係

者並びに条例第１２条第１項の同意及び第２項の承諾を得なければならない

者に対し書面の配付その他適切な方法により周知させなければならない。

４ 条例第９条第１項の許可の申請をしようとする特定事業者は、説明会が終



了したときは、直ちに、出席者名簿及び会議録を作成し、市長に報告するも

のとする。

５ 条例第１１条第２項の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 天災、交通の途絶その他不測の事態により説明会の開催が不可能である

こと。

(2) 条例第９条第１項の許可の申請をしようとする特定事業者以外の者によ

り説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催でき

ないことが明らかであること。

６ 条例第１１条第２項の規則で定める方法は、周辺関係者に対して、第２項

に掲げる事項を記載した書面を配付又は送付する方法とする。

（特定事業に対する同意等）

第１０条 条例第１２条第１項（条例第１６条第１項及び条例第２８条第１項

において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定による特定事業の

施工の妨げとなる権利を有する者は、特定事業区域内（一時堆積特定事業の

場合は、特定事業場内）の土地につき地上権、永小作権、質権又は賃借権を

有するものとする。

２ 条例第１２条第１項の規定による同意は、特定事業区域内（特定事業場内）

施工同意書（別記第８号様式）及び特定事業区域外土地使用同意書（別記第

９号様式）によらなければならない。

３ 条例第１２条第２項（条例第１６条第１項及び条例第２８条第１項におい

て準用する場合を含む。）の規定による近傍の土地の所有者の承諾は、近傍土

地所有者承諾書（別記第１０号様式）によらなければならない。

４ 前項の規定による近傍の土地の所有者の承諾は、特定事業区域から２０メ

ートル以内の土地の所有者から得るものとする。

５ 条例第１２条第２項（条例第１６条第１項において準用する場合を含む。）

の規定による周辺の住民の承諾は、周辺住民承諾書（別記第１１号様式）及

び世帯数調査書（別記第１２号様式）によらなければならない。

６ 前項の規定による周辺の住民の承諾は、特定事業場から１００メートル以

内の区域に居住する世帯の１０分の９以上の世帯主から得るものとする。

７ 条例第１２条第４項（条例第１６条第１項において準用する場合を含む。）



の規定による区又は自治会の承諾は、区・自治会承諾書（別記第１３号様式）

によらなければならない。

８ 条例第１２条第６項の規則で定めるものは、別表第２に掲げる行為とする。

（許可の申請）

第１１条 条例第１３条第１項に規定する申請書は、特定事業許可申請書（別

記第１４号様式）とする。

２ 条例第１３条第１項の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるも

のとする。

(1) 住民票の写し（法人にあっては、法人の登記事項証明書（地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定による市町村長の認

可を受けた地縁による団体（以下「認可地縁団体」という。）にあっては、

市町村長が発行した証明書。以下同じ。））及び印鑑登録証明書（法人（認

可地縁団体を除く。）にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が

発行したもの。以下同じ。）

(2) 申請者が条例第１５条第１項第１号アからソまでに該当しない者である

ことの誓約書（別記第１５号様式）

(3) 土地の所有者の特定事業者としての責務等についての確認書（別記第１

６号様式）

(4) 申請者が法人である場合は、その役員（条例第１５条第１項第１号ウに

規定する役員をいう。以下同じ。）の住民票の写し

(5) 申請者が法人であって、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有

する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている

もの（以下「株主等」という。）がある場合は、当該株主等の住民票の写し

（当該株主等が法人である場合は、当該株主等の登記事項証明書）

(6) 申請者が法人であって、その役員が他の法人の役員又は株主等になって

いる場合は、当該他の法人の登記事項証明書並びに第４号及び前号に掲げ

る書類

(7) 申請者が個人であって、他の法人の役員又は株主等になっている場合は、

当該他の法人の登記事項証明書並びに第４号及び第５号に掲げる書類

(8) 申請者に次条に規定する使用人がある場合は、当該使用人の住民票の写



し

(9) 申請者が条例第１５条第１項第１号セに規定する未成年者（以下「未成

年者」という。）である場合は、その法定代理人の住民票の写し（当該法定

代理人が法人である場合は、当該法定代理人の登記事項証明書）及び第４

号から前号までに掲げる書類

(10) 請負契約等により特定事業を行う者がある場合は、当該請負契約等に係

る書類の写し

(11) 現場責任者選任書（別記第１７号様式）、当該現場責任者の住民票の写

し、当該現場責任者が条例第１５条第１項第４号本文に適合する者である

ことの誓約書（別記第１８号様式）及び当該現場責任者に係る第７号から

第９号までに掲げる書類

(12) 条例第１３条第１項第５号に規定する下請事業者（以下「下請事業者」

という。）がある場合は、下請事業者選任書（別記第１９号様式）、当該下

請事業者の住民票の写し（当該下請事業者が法人である場合は、当該下請

事業者の登記事項証明書）並びに当該下請事業者に係る第２号及び第４号

から第９号までに掲げる書類

(13) 特定事業場の位置図及び付近の見取図

(14) 特定事業区域の実測求積図

(15) 特定事業区域及びその周辺２０メートル以上の区域並びに特定事業場

の現況平面図及び現況断面図

(16) 特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計画断面図（特定事業の

施工前後の構造が確認できるものに限る。）

(17) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書

(18) 特定事業区域及びその周辺２０メートルの土地並びに特定事業場の土

地の登記事項証明書及び公図の写し

(19) 特定事業区域及びその周辺２０メートルの土地並びに特定事業場の土

地に係る公図の合成図で、それらの土地の所有者の氏名、地目及び地積を

記載したもの（特定事業区域及び特定事業場が確認できるものに限る。）

(20) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算（以下「安定計算」とい

う。）を行った場合は、当該安定計算を記載した計算書



(21) 擁壁を用いる場合は、当該擁壁の断面図及び背面図並びに構造計算書

(22) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合は、当

該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(23) 特定事業が別表第２に掲げる行為に該当する場合は、当該行為に該当す

ることを証する書面

(24) 特定事業区域に係る表土の地質検査の試料とした土砂等を採取した地

点の位置図及び現場写真並びに第７項第２号の規定により採取した試料ご

との検査試料採取調書（別記第２０号様式）及び地質分析（濃度）結果証

明書（別記第２１号様式。計量法（平成４年法律第５１号）第１２２条第

１項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士（以下「環境

計量士」という。）が発行したものに限る。以下同じ。）

(25) 特定事業の施工の方法及び工程、施工に係る組織その他市長が指示する

事項を記載した特定事業施工計画書

(26) 特定事業区域の排水計画図

(27) 特定事業に使用される土砂等の搬入経路図

(28) 農地転用が必要な場合は、許可申請書の写し

(29) 埋蔵文化財の所在の有無に関する書類

(30) 特定事業区域内に道路又は水路がある場合は、占用許可書等の写し

(31) 条例第１５条第１項第１４号の境界に係る境界確定図の写し

(32) 条例第１１条第１項の規定による説明会の結果を記載した住民説明会

報告書（別記第２２号様式）

(33) 特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書及び特定事業区域外土地使

用同意書

(34) 近傍土地所有者承諾書

(35) 周辺住民承諾書及び世帯数調査書

(36) 区・自治会承諾書

(37) 条例第１２条第５項の規定による協定を締結した場合は、協定書の写し

(38) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

３ 条例第１３条第１項第１２号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるも

のとする。



(1) 申請者が法人である場合は、その役員の氏名、住所、生年月日及び性別

（以下「氏名等」という。）並びに役職名又は呼称

(2) 申請者が法人であって、株主等がある場合は、当該株主等の氏名等（当

該株主等が法人である場合は、当該株主等の名称等）、当該法人の発行済株

式の総数、当該株主等が保有する株式の数及び当該法人の発行済株式の総

数に対する当該株主等が保有する株式の数の割合又は当該法人の出資の総

額、当該株主等の出資の額及び当該法人の出資の総額に対する当該株主等

の出資の額の割合

(3) 申請者が法人であって、その役員が他の法人の役員又は株主等になって

いる場合は、当該他の法人の名称等並びに第１号及び第２号に掲げる事項

(4) 申請者が個人であって、他の法人の役員又は株主等になっている場合は、

当該他の法人の名称等並びに第１号及び第２号に掲げる事項

(5) 申請者に次条に規定する使用人がある場合は、当該使用人の氏名等及び

役職名又は呼称

(6) 申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の氏名等（当該法定代

理人が法人である場合は、当該法定代理人の名称等）及び第１号から前号

までに掲げる事項

(7) 現場責任者に係る第４号から前号までに掲げる事項

(8) 下請事業者がある場合は、当該下請事業者に係る第１号から第６号まで

に掲げる事項

４ 条例第１３条第２項に規定する申請書は、一時堆積特定事業許可申請書

（別記第２３号様式）とする。

５ 条例第１３条第２項の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるも

のとする。

(1) 第２項第１号から第１２号までに掲げる書類

(2) 第２項第１３号から第３０号まで（第１６号及び第２４号を除く。）に掲

げる書類及び図面

(3) 特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計画断面図（土砂等の堆

積が最大となった場合の当該堆積の構造が確認できるものに限る。）

(4) 特定事業区域の表土と一時堆積特定事業に使用される土砂等が遮断され



る構造の場合は、その構造図

(5) 特定事業区域の表土と一時堆積特定事業に使用される土砂等が遮断され

る構造でない場合は、第２項第２４号に掲げる書類及び図面

(6) 条例第１５条第２項第５号の境界に係る境界確定図の写し

(7) 第２項第３２号から第３７号までに掲げる書類

(8) 各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

６ 条例第１３条第２項第７号の規則で定める事項は、第３項各号に掲げるも

のとする。

７ 第２項第２４号及び第５項第５号の特定事業区域の表土の地質検査は、次

の各号に掲げる方法によらなければならない。

(1) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、特定事業区域の中央地点

及び当該中央地点を交点に直角に交わる２直線上の当該中央地点から５メ

ートルから１０メートルまでの４地点（当該地点がない場合にあっては、

中央地点を交点に直角に交わる２直線上の当該中央地点と当該特定事業区

域の境界との中間の４地点）の土壌について行うこと。

(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれ採取地点において等量と

し、採取後に混合し、１試料とすること。

(3) 地質検査は、前号の規定により採取された試料について、別表第１に掲

げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行うこと。

（使用人）

第１２条 条例第１５条第１項第１号コ及びシに規定する規則で定める使用

人は、次の各号に掲げるものの代表者であるものとする。

(1) 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務

所）

(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有す

る場所で、特定事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

（構造上の基準）

第１３条 条例第１５条第１項第７号の規則で定める構造上の基準は、別表第

３に掲げるとおりとする。

２ 条例第１５条第２項第３号の規則で定める構造上の基準は、別表第４に掲



げるとおりとする。

（構造上の基準に係る適用除外）

第１４条 条例第１５条第３項の規則で定めるものは、別表第２に掲げる行為

とする。

（許可等の決定）

第１５条 市長は、条例第１３条の規定による許可の申請があった場合におい

ては、許可又は不許可の決定をしたときは、特定事業許可（不許可）決定通

知書（別記第２４号様式）により当該許可を申請した特定事業者に通知する

ものとする。

（変更の許可の申請等）

第１６条 条例第１６条第１項の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げ

るものとする。

(1) 申請者の氏名又は住所（法人にあっては名称、代表者の氏名又は主たる

事務所の所在地）の変更（当該申請者の変更を伴わない場合に限る。）

(2) 申請者の法定代理人の氏名又は住所（当該法定代理人が法人である場合

は、当該法定代理人の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地）若

しくは第１１条第３項第１号から第５号までに掲げる事項の変更（当該法

定代理人の変更を伴わない場合に限る。）

(3) 特定事業区域を除く特定事業場の位置又は面積の変更（条例第１２条第

１項の同意を得るべき者及び同条第２項の承諾を得るべき周辺の住民が新

たに増えない場合（一時堆積特定事業にあっては、特定事業場の土地の所

有者が新たに増えない場合を含む。）に限る。）

(4) 現場責任者の氏名又は職名の変更（変更後の現場責任者が条例第１５条

第１項第４号本文に適合する者である場合に限る。）

(5) 現場事務所の位置の変更

(6) 下請事業者の氏名又は住所（当該下請事業者が法人である場合は、当該

下請事業者の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地）の変更（変

更後の下請事業者が条例第１５条第１項第５号に適合する者である場合に

限る。）

(7) 特定事業に使用される土砂等の量の変更（当該土砂等を減量する場合に



限る。）

(8) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画の変更（条例第１５条第１項第

１０号及び第１１号に適合している場合に限る。）

(9) 特定事業区域以外の地域への排水を測定する施設の位置の変更

(10) 特定事業に使用される土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を

防止するために必要な措置として、特定事業区域の区域内に設けた排水施

設又は特定事業区域の区域外に設けた柵の構造の変更（排水施設又は柵の

機能を高めるものに限る。）

(11) 第１１条第３項各号（第６号を除く。）に掲げる事項の変更

２ 条例第１６条第３項に規定する申請書は、特定事業変更許可申請書（別記

第２５号様式）とする。

３ 条例第１６条第３項の規則で定める書類及び図面は、次の各号（第１１号

（一時堆積特定事業の場合は、第１０号及び第１４号の特定事業区域外土地

使用同意書）を除く。）に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し（法人にあっては、法人の登記事項証明書）及び印鑑登録

証明書

(2) 申請者が条例第１５条第１項第１号アからソまでに該当しない者である

ことの誓約書

(3) 土地の所有者の特定事業者としての責務等についての確認書

(4) 申請者が法人である場合は、その役員の住民票の写し

(5) 申請者が法人であって、株主等がある場合は、当該株主等の住民票の写

し（当該株主等が法人である場合は、当該株主等の登記事項証明書）

(6) 申請者が法人であって、その役員が他の法人の役員又は株主等になって

いる場合は、当該他の法人の登記事項証明書並びに第４号及び前号に掲げ

る書類

(7) 申請者が個人であって、他の法人の役員又は株主等になっている場合は、

当該他の法人の登記事項証明書並びに第４号及び第５号に掲げる書類

(8) 申請者に第１２条に規定する使用人がある場合は、当該使用人の住民票

の写し

(9) 申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し（当該



法定代理人が法人である場合は、当該法定代理人の登記事項証明書）及び

第４号から第８号までに掲げる書類

(10) 第１１条第２項第１３号から第３１号までに掲げる書類及び図面のう

ち変更に係るもの

(11) 第１１条第５項第２号から第５号までに掲げる書類及び図面のうち変

更に係るもの

(12) 条例第１６条第１項において準用する条例第１１条第１項の規定によ

る説明会の結果を記載した住民説明会報告書

(13) 特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書及び特定事業区域外土地使

用同意書

(14) 近傍土地所有者承諾書

(15) 周辺住民承諾書及び世帯数調査書

(16) 区・自治会承諾書

(17) 条例第１６条第１項において準用する条例第１２条第５項の規定によ

る協定を締結した場合は、当該協定書の写し

(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

４ 前条の規定は、条例第１６条第１項の許可について準用する。この場合に

おいて、前条中「条例第１３条」とあるのは「条例第１６条第１項」と、「特

定事業許可（不許可）決定通知書（別記第２４号様式）」とあるのは「特定事

業変更許可（不許可）決定通知書（別記第２６号様式）」と読み替えるものと

する。

５ 条例第１６条第３項第３号の規則で定める事項は、第１１条第３項第１号

から第６号までに定めるものとする。

６ 条例第１６条第８項の規定による届出は、特定事業軽微変更届（別記第２

７号様式）を提出して行わなければならない。ただし、第１項第１１号に掲

げる事項及び法定代理人に係る第１１条第３項第１号から第５号までに掲げ

る事項で市長が定める特に軽微なものの変更については、この限りでない。

（特定事業の着手の届出）

第１７条 条例第１９条の規定による届出は、特定事業着手届（別記第２８号

様式）を提出して行わなければならない。



（土砂等の搬入の届出）

第１８条 条例第２０条の規定による届出は、土砂等の搬入量が５，０００立

方メートル以内ごとに土砂等搬入届（別記第２９号様式）を提出して行わな

ければならない。

２ 条例第２０条の当該発生場所から発生し、又は採取された土砂等であるこ

とを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等の発生場所

の責任者が発行した土砂等発生元証明書とする。

３ 条例第２０条の当該土砂等が安全基準に適合していることを証するため

に必要な書面で規則で定めるものは、発生元土砂等検査試料採取計画書に基

づき採取された土砂等に係る検査試料採取調書及び地質分析（濃度）結果証

明書とする。

４ 前項の土砂等に係る地質分析（濃度）結果証明書を作成するために行う当

該土砂等の地質分析は、別表第１に掲げる項目に応じ、それぞれ同表に掲げ

る測定方法により行わなければならない。

５ 条例第２０条第２号の当該採取場から採取された土砂等であることを証

するために必要な書面で規則で定めるものは、土砂等売渡・譲渡証明書（別

記第３０号様式）とする。

（土砂等管理台帳）

第１９条 条例第２１条第１項に規定する土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳

（別記第３１号様式）によるものとする。

２ 条例第２１条第１項第３号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるもの

とする。

(1) 許可特定事業者の氏名又は名称

(2) 特定事業の許可の番号

(3) 特定事業区域の位置及び面積

(4) 特定事業の許可の期間

(5) 特定事業に使用される土砂等の量

(6) 現場責任者の氏名、職名及び連絡先

(7) 特定事業に使用される土砂等の発生場所並びに当該発生場所の事業者の

氏名又は名称及び住所



(8) 特定事業に使用される土砂等の発生又は採取に係る工事の内容及び当該

工事の責任者の氏名

(9) 特定事業に使用される土砂等の発生場所の事業者との間の契約における

土砂等の搬入量及び搬入期間並びに当該土砂等の運搬を委託した場合の受

託者の氏名又は名称

３ 条例第２１条第２項に規定する土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳（一時

堆積特定事業用）（別記第３２号様式）によるものとする。

４ 条例第２１条第２項第３号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるもの

とする。

(1) 第２項各号（第５号を除く。）に掲げる事項

(2) 特定事業に使用される土砂等の搬入量及び搬出量

５ 条例第２１条第１項及び第２項に規定する土砂等管理台帳は、毎月の末日

までに、当該月中における同条第１項各号又は同条第２項各号に規定する事

項について、記載を終了していなければならない。

６ 条例第３３条の規則で定める電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものとする。

７ 前項の電磁的記録の保存は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わ

なければならない。

(1) 作成された電磁的記録を許可特定事業者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイル又は磁気ディスク、ＣＤ‐ＲＯＭその他これらに準ずる方

法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気デ

ィスク等」という。）をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含

む。）により読み取ってできた電磁的記録を許可特定事業者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファ

イルにより保存する方法

８ 許可特定事業者が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合

は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに

整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示



及び書面を作成できなければならない。

（土砂等の量等の報告）

第２０条 条例第２１条第３項の規定による報告は、特定事業を開始した日か

ら１か月ごとに当該１か月を経過した日から１週間以内（特定事業の中止を

しようとするとき（当該中止をしようとする期間が２か月以上であるときに

限る。）は当該中止をしようとする期間の開始の日から１週間以内、特定事業

を廃止し、完了し、又は終了したときは条例第２５条第３項、条例第２６条

第３項又は条例第２７条第３項の規定による届出の時）に、特定事業状況報

告書（別記第３３号様式）（当該特定事業が一時堆積特定事業である場合は、

一時堆積特定事業状況報告書（別記第３４号様式））を提出して行わなければ

ならない。

（地質検査等の報告等）

第２１条 条例第２２条第１項の地質検査は、特定事業を開始した日から２か

月ごと（条例第２５条第３項の規定による廃止の届出、条例第２６条第３項

の規定による完了の届出又は条例第２７条第３項の規定による終了の届出を

行った場合は、市長が指定する期日）に、市長の指定する職員の立会いの上、

次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 地質検査は、特定事業区域を一の区域として行うこと。ただし、市長が

必要と認めるときは、特定事業区域を２以上の区域に区分して行うこと。

(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、特定事業区域（前号ただ

し書の規定により特定事業区域を区分した場合にあっては、当該区分した

区域）の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる２直線上の当該

中央地点から５メートルから１０メートルまでの４地点（当該地点がない

場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる２直線上の当該中央地点

と当該区域の境界との中間の４地点）の土壌について行うこと。

(3) 前号の規定により採取する土砂等は、前号の５地点それぞれにおいて等

量とし、採取後、混合し１試料とすること。ただし、第１号ただし書の規

定により特定事業区域を区分した場合にあっては、区分した区域ごとに混

合し、それぞれの区域ごとに１試料とすること。

(4) 地質検査は、前号の規定により作成された試料について、別表第１に掲



げる項目に応じ、それぞれ同表に掲げる測定方法により行うこと。

２ 特定事業が一時堆積特定事業である場合は、条例第２２条第１項の規定に

よる地質検査は、前項の規定にかかわらず、特定事業を開始した日から２か

月ごと（条例第２５条第３項の規定による廃止の届出、条例第２６条第３項

の規定による完了の届出（表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される

構造である場合の当該特定事業に係る完了の届出を除く。）又は条例第２７条

第３項の規定による終了の届出を行った場合は、市長が指定する期日）に、

市長の指定する職員の立会いの上、前項に掲げる方法により行わなければな

らない。ただし、一の土砂等搬入届に係る土砂等ごとに当該土砂等が区分さ

れた状態で堆積されている場合は、地質検査は省略することができる。

３ 条例第２２条第１項の水質検査は、特定事業を開始した日から２か月ごと

（条例第２５条第１項の規定による中止の届出、同条第３項の規定による廃

止の届出、条例第２６条第３項の規定による完了の届出又は条例第２７条第

３項の規定による終了の届出を行った場合は、市長が指定する期日）に、市

長の指定する職員の立会いの上、試料を採取し、環境大臣が定める排水基準

に係る検定方法（昭和４９年環境庁告示第６４号）に定める測定方法により

行わなければならない。

４ 特定事業が一時堆積特定事業である場合は、条例第２２条第１項の規定に

よる水質検査は、前項の規定にかかわらず、特定事業を開始した日から２か

月ごと（条例第２５条第３項の規定による廃止の届出、条例第２６条第３項

の規定による完了の届出又は条例第２７条第３項の規定による終了の届出を

行った場合は、市長が指定する期日）に、市長の指定する職員の立会いの上、

試料を採取し、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法に定める測定方法

により行わなければならない。

５ 条例第２２条第１項の規定による報告は、特定事業を開始した日から２か

月ごとに当該２か月を経過した日から１か月以内（条例第２５条第３項の規

定による廃止の届出、条例第２６条第３項の規定による完了の届出又は条例

第２７条第３項の規定による終了の届出を行った場合は、市長が指定する期

日まで）に、特定事業地質等検査報告書（別記第３５号様式）に次の各号に

掲げる書類及び図面を添えて、これを行わなければならない。



(1) 検査に使用した土砂等及び排水の採取場所の位置図及び現場写真

(2) 第１項又は第２項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及

び地質分析（濃度）結果証明書

(3) 第３項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び排水汚染状況

測定（濃度）結果証明書（別記第３６号様式。環境計量士の発行したもの

に限る。）

（標識）

第２２条 条例第２４条第１項に規定する標識の様式は、土砂等の埋立て等に

関する標識（別記第３７号様式）とする。

２ 条例第２４条第１項に規定する標識の記載事項は、次の各号に掲げる事項

とする。

(1) 特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 特定事業の目的

(3) 特定事業区域の所在地

(4) 許可特定事業者の住所又は所在地、氏名又は名称及び連絡先

(5) 特定事業の許可の期間

(6) 特定事業場及び特定事業区域の面積

(7) 埋立て等に使用される土砂等の搬入予定量（一時堆積特定事業にあって

は、土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量）

(8) 現場責任者の氏名、職名及び連絡先

(9) 下請事業者の住所又は所在地、氏名又は名称及び連絡先

(10) 特定事業場及び特定事業区域の見取図

３ 条例第２４条第２項に規定する表示は、旗、杭等の設置によるものとする。

（特定事業の廃止等に係る届出）

第２３条 条例第２５条第１項の規定による届出は、特定事業廃止（中止）事

前届（別記第３８号様式）を提出して行わなければならない。

２ 条例第２５条第１項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 特定事業区域の位置

(3) 特定事業の許可の期間



(4) 特定事業の廃止をしようとする年月日又は中止をしようとする期間

(5) 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業区域の構造

(6) 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業区域以外の地域への当

該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を

防止するために必要な措置

(7) 廃止し、又は中止しようとする特定事業が一時堆積特定事業である場合

は、一時堆積特定事業の特定事業区域のうち土砂等が堆積されている面積

３ 条例第２５条第３項の規定による届出は、特定事業廃止届（別記第３９号

様式）を提出して行わなければならない。

（特定事業の完了に係る届出）

第２４条 条例第２６条第１項の規定による届出は、特定事業完了事前届（別

記第４０号様式）を提出して行わなければならない。

２ 条例第２６条第１項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 特定事業区域の位置

(3) 特定事業の許可の期間

(4) 特定事業の完了の予定年月日

(5) 特定事業を完了した場合の特定事業区域の構造

３ 条例第２６条第３項の規定による届出は、特定事業完了届（別記第４１号

様式）を提出して行わなければならない。

（特定事業の終了に係る届出）

第２５条 条例第２７条第１項の規定による届出は、特定事業終了事前届（別

記第４２号様式）を提出して行わなければならない。

２ 条例第２７条第１項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 特定事業区域の位置

(3) 特定事業の許可の期間

(4) 特定事業を終了した場合の特定事業区域の構造

３ 条例第２７条第３項の規定による届出は、特定事業終了届（別記第４３号

様式）を提出して行わなければならない。



（譲受けの許可の申請）

第２６条 条例第２８条第２項に規定する申請書は、特定事業譲受け許可申請

書（別記第４４号様式）とする。

２ 条例第２８条第２項の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し（法人にあっては、法人の登記事項証明書）及び印鑑登録

証明書

(2) 申請者が条例第２８条第４項において準用する条例第１５条第１項第１

号アからソまでに該当しない者であることの誓約書

(3) 申請者が特定事業区域（一時堆積特定事業の場合は、特定事業場）の土

地の所有者である場合は、土地の所有者の特定事業者としての責務等につ

いての確認書

(4) 申請者が法人である場合は、その役員の住民票の写し

(5) 申請者が法人であって、株主等がある場合は、当該株主等の住民票の写

し（当該株主等が法人である場合は、当該株主等の登記事項証明書）

(6) 申請者が法人であって、その役員が他の法人の役員又は株主等になって

いる場合は、当該他の法人の登記事項証明書並びに第４号及び前号に掲げ

る書類

(7) 申請者が個人であって、他の法人の役員又は株主等になっている場合は、

当該他の法人の登記事項証明書並びに第４号及び第５号に掲げる書類

(8) 申請者に第１２条に規定する使用人がある場合は、当該使用人の住民票

の写し

(9) 申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し（当該

法定代理人が法人である場合は、当該法定代理人の登記事項証明書）及び

第４号から第８号までに掲げる書類

(10) 譲受けに伴い新たな特定事業の請負契約等がある場合は、当該請負契約

等に係る書類の写し

(11) 譲受けに伴い新たな現場責任者を選任する場合は、当該現場責任者に係

る現場責任者選任書、当該現場責任者の住民票の写し、当該現場責任者が

条例第１５条第１項第４号本文に適合する者であることの誓約書及び当該

現場責任者に係る第７号から第９号までに掲げる書類



(12) 譲受けに伴う新たな下請事業者がある場合は、当該下請事業者に係る下

請事業者選任書、当該下請事業者の住民票の写し（当該下請事業者が法人

である場合は、当該下請事業者の登記事項証明書）並びに当該下請事業者

に係る第２号及び第４号から第９号までに掲げる書類

(13) 特定事業場の位置図及び付近の見取図

(14) 特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書及び特定事業区域外土地使

用同意書（特定事業区域外土地使用同意書にあっては、譲り受ける特定事

業が一時堆積特定事業である場合を除く。）

(15) 近傍土地所有者承諾書

(16) 条例第２８条第１項において準用する条例第１２条第５項の規定によ

る協定を締結した場合は、当該協定書の写し

(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

３ 条例第２８条第２項第４号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるもの

とする。

(1) 譲り受けようとする特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 譲り受けようとする特定事業の許可の期間

(3) 特定事業区域の位置

(4) 申請者が法人である場合は、その役員の氏名等及び役職名又は呼称

(5) 申請者が法人であって、株主等がある場合は、当該株主等の氏名等（当

該株主等が法人である場合は、当該株主等の名称等）、当該法人の発行済株

式の総数、当該株主等が保有する株式の数及び当該法人の発行済株式の総

数に対する当該株主等が保有する株式の数の割合又は当該法人の出資の総

額、当該株主等の出資の額及び当該法人の出資の総額に対する当該株主等

の出資の額の割合

(6) 申請者が法人であって、その役員が他の法人の役員又は株主等になって

いる場合は、当該他の法人の名称等並びに第４号及び第５号に掲げる事項

(7) 申請者が個人であって、他の法人の役員又は株主等になっている場合は、

当該他の法人の名称等並びに第４号及び第５号に掲げる事項

(8) 申請者に第１２条に規定する使用人がある場合は、当該使用人の氏名等

及び役職名又は呼称



(9) 申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の氏名等（当該法定代

理人が法人である場合は、当該法定代理人の名称等）及び第４号から前号

までに掲げる事項

(10) 譲受けに伴い新たな現場責任者を選任する場合は、当該現場責任者の氏

名及び職名並びに当該現場責任者に係る第７号から第９号までに掲げる事

項

(11) 譲受けに伴う新たな下請事業者がある場合は、当該下請事業者の氏名及

び住所（当該下請事業者が法人である場合は、当該下請事業者の名称等）

並びに当該下請事業者に係る第４号から第８号までに掲げる事項

(12) 譲受けの理由

（譲受け許可等の決定）

第２７条 市長は、条例第２８条第１項の許可申請があった場合においては、

許可又は不許可の決定をしたときは、特定事業譲受け許可（不許可）決定通

知書（別記第４５号様式）により当該許可を申請した者に通知するものとす

る。

（相続等の届出）

第２８条 条例第２９条第２項の規定による届出は、特定事業相続等届（別記

第４６号様式）を提出して行わなければならない。

（措置命令）

第２９条 条例第３０条及び第３２条に規定する措置命令は、措置命令書（別

記第４７号様式）により行うものとする。

（許可の取消し等）

第３０条 条例第３１条第１項の規定による許可の取消しは、特定事業許可取

消通知書（別記第４８号様式）により、停止命令は、停止命令書（別記第４

９号様式）により行うものとする。

（身分を示す証明書）

第３１条 条例第３５条第２項に規定する証明書は、身分証明書（別記第５０

号様式）とする。

（措置命令違反者等の公表）

第３２条 条例第３６条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。



(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その

代表者の氏名

(2) 違反等の事実

(3) 土砂等の埋立て等を行った場所

(4) 土砂等の埋立て等を行った期間

(5) 土砂等の埋立て等を行った面積

２ 条例第３６条の規定による公表は、公告その他適当な方法により行うもの

とする。

（電磁的記録）

第３３条 条例第４１条第４号及び第４２条第３号の規則で定める電磁的記

録は、第１９条第６項及び第７項の規定によるものとする。

（補則）

第３４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則（以下「新規則」という。）は、令和５年７月１日（以下「施行

日」という。）から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の日から施

行する。

（大網白里市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関す

る条例施行規則の廃止）

２ 大網白里市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関す

る条例施行規則（昭和６３年規則第１３号）は、廃止する。

（準備行為）

３ 条例第９条第１項に規定する特定事業の許可に関し必要な手続その他の

行為は、施行日前においても新規則の例により行うことができる。



別表第１（第４条第１項及び第２項、第１１条第７項第３号、第１８条第４

項、並びに第２１条第１項第４号）

項目 基準値 測定方法

カドミウム 検液１リットルにつき０．００３

ミリグラム以下

土壌の汚染に係

る環境基準につ

いて（平成３年

環境庁告示第４

６号。以下「告

示」という。）別

表に定める方法

全シアン 検液中に検出されないこと。

有機燐(りん) 検液中に検出されないこと。

鉛 検液１リットルにつき０．０１ミ

リグラム以下

六価クロム 検液１リットルにつき０．０５ミ

リグラム以下

砒(ひ)素 検液１リットルにつき０．０１ミ

リグラム以下、かつ、埋立て等の

用に供する場所の土地利用目的

が農用地（田に限る。）である場

合は、試料１キログラムにつき１

５ミリグラム未満

総水銀 検液１リットルにつき０．０００

５ミリグラム以下

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。

銅 埋立て等の用に供する場所の土

地利用目的が農用地（田に限る。）

である場合は、試料１キログラム

につき１２５ミリグラム未満

ジクロロメタ

ン

検液１リットルにつき０．０２ミ

リグラム以下



四塩化炭素 検液１リットルにつき０．００２

ミリグラム以下

クロロエチレ

ン（別名塩化ビ

ニル又は塩化

ビニルモノマ

ー）

検液１リットルにつき０．００２

ミリグラム以下

１，２－ジクロ

ロエタン

検液１リットルにつき０．００４

ミリグラム以下

１，１－ジクロ

ロエチレン

検液１リットルにつき０．１ミリ

グラム以下

１，２－ジクロ

ロエチレン

検液１リットルにつき０．０４ミ

リグラム以下

１，１，１－ト

リクロロエタ

ン

検液１リットルにつき１ミリグ

ラム以下

１，１，２－ト

リクロロエタ

ン

検液１リットルにつき０．００６

ミリグラム以下

トリクロロエ

チレン

検液１リットルにつき０．０１ミ

リグラム以下

テトラクロロ

エチレン

検液１リットルにつき０．０１ミ

リグラム以下

１，３－ジクロ

ロプロペン

検液１リットルにつき０．００２

ミリグラム以下

チウラム 検液１リットルにつき０．００６

ミリグラム以下



備考

１ 基準値の欄中検液中濃度に係るもの（水素イオン濃度を除く。）にあって

は、告示付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行う

ものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは「土砂等」と

読み替えるものとする。

２ 基準値の欄中「検液中に検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げ

る方法により測定した場合においてその結果が当該方法の定量限界を下回

ることをいう。

シマジン 検液１リットルにつき０．００３

ミリグラム以下

チオべンカル

ブ

検液１リットルにつき０．０２ミ

リグラム以下

ベンゼン 検液１リットルにつき０．０１ミ

リグラム以下

セレン 検液１リットルにつき０．０１ミ

リグラム以下

ふっ素 検液１リットルにつき０．８ミリ

グラム以下

ほう素 検液１リットルにつき１ミリグ

ラム以下

１，４－ジオキ

サン

検液１リットルにつき０．０５ミ

リグラム以下

水素イオン濃

度

５．８以上８．６以下 地盤工学会基準

ＪＧＳ０２１１

―２００９「土

懸濁液のｐＨ試

験方法」に定め

る方法



３ 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰ

Ｎをいう。

４ 六価クロムの項目について、日本産業規格（以下「規格」という。）Ｋ０

１０２の６５．２．６に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定す

る場合は、規格Ｋ０１７０―７の７に定める操作を行うものとする。

５ １，２－ジクロロエチレンの濃度は、規格Ｋ０１２５の５．１、５．２

又は５．３．２により測定されたシス体の濃度と規格Ｋ０１２５の５．１、

５．２又は５．３．１により測定されたトランス体の濃度の和とする。



別表第２（第１０条第８項、第１１条第２項第２３号及び第１４条）

１ 砂防法（明治３０年法律第２９号）第４条第１項の規定により砂防指定

地における許可を要する行為

２ 土地改良法に基づく土地改良事業

３ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の２第１項の規定による

許可を要する開発行為並びに同法第３１条、第３４条第２項及び第４４条

において準用する第３４条第２項の規定による保安林予定森林、保安林及

び保安施設地区における許可を要する行為

４ 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条の規定による道路管理者

以外の者が行う工事についての承認を要する行為、同法第３２条第１項の

規定による道路の占用の許可及び同法第９１条第１項の規定による道路予

定区域における許可を要する行為

５ 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第７６条第１項の規

定による施行地区内における許可を要する行為

６ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第６条第１項の規定による都市

公園内における占用の許可を要する行為

７ 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２０条第３項の規定による

特別地域内及び同法第２１条第３項の規定による特別保護地区内における

許可を要する行為

８ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第１８条第１項の規定に

よる地すべり防止区域内における許可を要する行為

９ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１２条

第１項本文の規定による許可を要する宅地造成等

１０ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２４条の規定による河川区域

内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第２７条第１項、第５５条

第１項、第５７条第１項及び第５８条の４第１項の規定による河川区域内

の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許

可を要する行為

１１ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）に基づく市街地再開発事業

及び同法第６６条第１項の規定による施行地区内における許可を要する行



為

１２ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５

７号）第７条第１項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における許可を

要する行為

１３ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１５

条の２第１項の規定による農用地区域内における許可を要する行為

１４ 都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第１４条第１項の規定による

特別緑地保全地区内における許可を要する行為

１５ 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第８条第１項の規定による生

産緑地地区内における許可を要する行為

１６ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

（昭和５０年法律第６７号）に基づく住宅街区整備事業並びに同法第７条

第１項及び第６７条第１項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行

地区内における許可を要する行為

１７ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法

律第８８号）第２９条第７項の規定による特別保護地区の区域内における

許可を要する行為

１８ 千葉県立自然公園条例（昭和３５年条例第１５号）第１９条第１項の

規定による特別地域内における許可を要する行為

１９ 宅地開発事業の基準に関する条例（昭和４４年千葉県条例第５０号）

第７条第１項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業

２０ 千葉県自然環境保全条例（昭和４８年条例第１号）第９条第４項の規

定による特別地区内における許可を要する行為



別表第３（第１３条第１項）

１ 特定事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑

りが生じないように杭打ち、土の置換えその他の措置が講じられているこ

と。

２ 著しく傾斜をしている土地に特定事業を行う場合は、特定事業を行う前

の地盤と特定事業に使用された土砂等とが接する面が滑り面とならないよ

うに当該地盤の斜面に段切り等の措置が施されていること。

３ 特定事業の高さ（特定事業により生じた法面（既存の法面がある場合は、

当該既存の法面を含む。）の最下部（擁壁を用いる場合は、当該擁壁の上端

（既存の擁壁がある場合は、当該既存の擁壁の上端））と最上部の高低差を

いう。以下同じ。）及び法面（擁壁を用いる場合は当該擁壁部分を除き、既

存の擁壁又は法面がある場合は当該既存の擁壁部分を除き、当該既存の法

面を含む。以下この表において同じ。）の勾配は、次の表の土砂等の区分の

欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該特定事業の高さの欄及び当該法面の

勾配の欄に定めるものであること。

土砂等の区分 特定事業の高さ 法面の勾配

砂、礫、

砂質土、

礫質土、

通常の

施工性

が確保

される

粘性土

及びこ

れらに

準ずる

建設業に属する事

業を行う者の再生

資源の利用に関す

る判断の基準とな

るべき事項を定め

る省令（平成３年

建設省令第１９

号）別表第１に規

定する第１種建設

発生土、第２種建

設発生土及び第３

種建設発生土

安 定 計

算 を 行

っ た 場

合

安全が

確保さ

れる高

さ

安全が確保される

勾配

その他

１０メ

ートル

以下

垂直１メートルに

対する水平距離が

１．８メートル（特

定事業の高さが５

メートル以下の場

合は、１．５メート

ル）以上の勾配



４ 擁壁を用いる場合の擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行

令（昭和３７年政令第１６号）第８条から第１２条までの規定に適合する

こと。

５ 特定事業の高さが５メートル以上である場合は、法面の途中に特定事業

の高さが５メートルごとに幅が１メートル以上の段を設け、当該段及び法

面には雨水等による法面の崩壊を防止するための排水溝等の施設が設置さ

れていること。

６ 特定事業の完了後の地盤に雨水その他の浸透水によるゆるみ、沈下又は

崩壊が生じないように締固め等の措置が講じられていること。

７ 法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹きつけ等によって風化その他の

浸食に対して保護する措置が講じられていること。

８ 特定事業区域（法面を除く。）は、利用目的が明確である部分を除き、芝

張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

９ 既存の擁壁がある場合は、当該既存の擁壁の安全が確保されていること。

もの

その他 ５メートル以下

垂直１メートルに

対する水平距離が

１．５メートル以

上の勾配

その他

安定計算を行い、

安全が確保される

高さ

安定計算を行い、

安全が確保される

勾配



別表第４（第１３条第２項）

１ 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間に、次の表の左欄に掲げる特

定事業区域の面積の区分に応じ、当該右欄に定める幅の保安地帯が設置さ

れていること。

２ 土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積の高さ（法面（擁壁を用い

る場合は、当該擁壁部分を除く。以下この表において同じ。）の最下部と最

上部の高低差をいう。）が、５メートル以下であること。

３ 土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積による法面の勾配は、垂直

１メートルに対する水平距離が１．８メートル以上の勾配であること。

４ 既存の法面又は擁壁がある場合は、当該既存の法面又は擁壁の安全が確

保されていること。

１，０００平方メートル未満 ２メートル以上

１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル

未満

３メートル以上

２，０００平方メートル以上３，０００平方メートル

未満

４メートル以上


